
有害鳥獣被害防止対策補助

　ＪＡたかつきでは野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、農地等を維持・保全す
るとともに地域農業を振興するため、電気柵や防護柵を設置する組合員に対し、予算
の範囲内で一定の補助を行います。

補助の要件
　当ＪＡの組合員（家族を含む世帯で実施期間中１回限り）で、下記の有害鳥獣被害防止用資
材を実施期間内に一定金額以上ご購入し、設置された方（ＪＡたかつき管内の農地等に限ります）

※補助金の申請を希望される方は事前に確認書を提出してください。

補助対象有害鳥獣被害防止用資材

（１）新規に設置または購入する資材

ア　電線、支柱、ガイシ、バッテリー等を一式とする電気柵

イ　金網フェンス、ワイヤーメッシュ等およびこれらの設置に係る杭、支柱等の固定資材

ウ　鳥獣用防護ネット等及びその設置に係る杭、支柱等の固定資材

エ　防鳥網、鳥獣逃避（撃退・忌避）装置、捕獲檻（小動物含む）

（２）既に設置している対策設備の補修又は改修のための資材
※補助対象外
　資材設置に係る工具類の購入費、労務費、運搬費、撤去費等
※資材購入については総合営農センターへご相談ください。（一部取扱のない商品もございます。）
補助金申請方法
　設置後１カ月以内で実施期間内に「有害鳥獣被害防止対策事業補助金申請書」および「有害
鳥獣被害防止対策事業補助金申請購入資材明細書」に必要事項を記入し、領収書（実施期間内
の日付に限る）、写真（設置前・設置後）を添えて提出してください。後日審査し、補助金をお
振込みいたします。

※申請書等は総合営農センター・各支店に備え付けています。
※令和 5年 4月 1日～ 12月 20日の領収書に限ります。
補助率と上限
購入費用１万円以上で、補助率 50％（補助金上限 10万円）
※補助金 100円未満切捨

実施期間　　令和5年4月1日～令和5年12月20日
　　　　　　　　　　※ただし、補助金総額 150万円に達し次第終了

お問い合わせは営農経済部経済推進課（072-676-3279）まで
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